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中部地方整備局 企画部 技術管理課

コンサルタント業務等の入札契約手続きにおける

業務実績と業務成績に関する補足説明資料について

コンサルタント業務等の入札説明書に記載されております「業務実績」

の考え方及び総合評価落札方式及び簡易公募型競争入札方式の業務にお

いて提出する「参考資料（企業平均点・技術者平均点）」の計算に関し

補足説明資料を作成しましたので送付いたします。

特に、「参考資料様式」の記載の際に平均点数の「計算対象となる業

務」については補足資料を熟読の上、記載願います。

※平均点の算出にあたって、業務成績評定点は「委託業務等成績評定

通知書」に記載されている点数そのままとして下さい。

（平成１８年４月１日から平成２０年１２月１日までに完了した業務に

ついては、１００点満点（９６点満点ｏｒ９７点満点）ではありません

が、１００点満点に換算しないで、通知された評定点でそのまま計算

して下さい。）

なお、補足説明資料は中部地方整備局ホームページにも掲載いたします。

問合せ先 中部地方整備局企画部 技術管理課

ＴＥＬ０５２－９５３－８１３１

兵藤、田中、国枝



業務実績と業務成績に関する補足説明

１．入札参加希望者の業務実績に関する要件について（企業・技術者）

【入札説明書記載例】
・

 

入札参加希望者の業務実績に関する要件
入札参加希望者（配置予定管理技術者）は、平成１３年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務におい
て、

 

１件以上の実績を有していること。
ただし、業務の実績のうち地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が60点未満の業務は実績とし
て認めない。

【補足説明】

○「地方整備局委託業務等成績評定要領」に基づき業務成績を評価している機関は以下のとおり

北海道開発局、８地方整備局、沖縄総合事務局（以下：地整要領適用機関という）

なお北海道開発局と沖縄総合事務局では上記要領を適用していない部局もあるため確認願います。

また、地整要領適用機関のうち港湾空港部の発注業務は上記要領を適用していません。

○平成１３年度以降に完了し同種又は類似に該当する業務であれば発注機関は問いません。

但し、実績として提出された業務が地方整備局委託業務等成績評定要領により成績点を付与されている場

 
合で、その点数が６０点未満の場合は実績として認められません。

実績として申請した業務 同種又は類似に該当 発注機関 成績 実績判定

Ａ業務 該当 ○○県 成績無し ○
Ｂ業務 該当 ○地整港湾空港部 港湾要領 ○

Ｃ業務 該当 ◇◇地整 ５８点 ×

事例



業務実績と業務成績に関する補足説明

２．入札参加希望者及び配置予定管理技術者の業務成績（企業・技術者）

○上記の「中部地方整備局発注業務」には、地方整備局港湾空港部が発注した業務は含みません。

 
（港湾空港部は、地方整備局委託業務等成績評定要領と異なる要領を適用しているため。）

○競争参加資格確認申請書に添付し提出する「参考資料様式」に記載する参加表明者（企業）及び配置予定管

 
理技術者（技術者）の「評点対象登録件数」及び「業務成績平均点」には含めないで下さい。

【入札説明書記載例】
・過去４年間の中部地方整備局発注業務におけるTECRISの業務分野のうち、該当する業務分野に該当する業

 
務の業務成績の平均点を次の順位で評価する。

【補足説明】

①対象業務

②平均点の算出対象となるテクリス業務分野

○テクリスでは業務分野の登録上限は８つまで可能ですが、そのうち発注者側に提供されるのは先頭から入力順

 に３つの業務分野のみです。（ＪＡＣＩＣのホームページ参照

 

http://ct.jacic.or.jp/news/field_t.html）

○入札説明書で定められているテクリス該当業務分野（以下：指定業務分野という）に対する成績平均点は発注

 
者に提供される３つの業務分野をベースに計算します。
○したがって、入力された３つ目までの業務分野が指定業務分野に該当せず４つ目以降が該当した場合は計算

 
の対象となりません。



●平均計算の対象となるTECRIS登録の業務分野
ＴＥＣＲＩＳの業務分野登録は最大８つまで登録可能だが⇒発注者への提供は先頭から３つまで

業務分野２

業務分野３

業務分野８

業務分野７

業務分野６

業務分野５

業務分野４

４つ目以降に登録がされていても情報提供されない

業務分野１

 

：

 

道路

業務分野２

 

：

 

道路

業務分野３

 

：

 

河川、砂防及び海岸・海洋

例）業務成績平均計算事例

 

Ａ業務：業務分野がテクリスに４つ登録

入札説明書で指定されている業務分野が「地質」の場合

 

Ａ業務の業務成績点は計算の対象外となる。

業務分野４

 

：

 

地質

発注者に情報提供される

発注者に情報提供される

発注者に情報提供される

発注者に情報提供されない

平均計算の対象

平均計算の対象

平均計算の対象

平均計算の対象外

業務実績と業務成績に関する補足説明

受注者入力画面
業務分野１

発注者提供 先頭から３つが情報提供

業務分野１

業務分野２

業務分野３

Ａ
業
務



●該当業務分野の業務成績の平均点の算出の仕方

【○○コンサルの過去４年間の該当業務分野
「○○」に該当する業務の成績】

○○○○業務

 
業務成績７４点

○○○○業務

 
業務成績７６点

○○○○業務

 
業務成績７２点

○○○○業務

 
業務成績７７点

【業務の平均点】

７４＋７６＋７２＋７７／４＝７４．７５
（少数第１位四捨五入）

 

≒７５

【

 

業務の平均点】

７４＋７６＋７２＋７７／４＝７４．７５
（少数第２位四捨五入

 

）

 

≒７４．８

※該当業務分野の業務成績の平均点は、算出された平均値の少数第２位を四捨五入して

 算出願います。

業務実績と業務成績に関する補足説明
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